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【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   3/044    (2006.01)
   Ｈ０１Ｈ  36/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｈ  11/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/02     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/041    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ    3/044    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｈ   36/00     　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｈ   11/00     　　　Ｑ
   Ｇ０６Ｆ    3/02     　　　Ｆ
   Ｇ０６Ｆ    3/041    ３５０Ｃ
   Ｇ０６Ｆ    3/041    ３３０Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成27年1月22日(2015.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に支持された少なくとも一つの容量性接触スイッチとを備えた印刷
物であって、
　前記容量性接触スイッチのそれぞれは、導電性要素を備えており、
　前記導電性要素は、
　相対的に低い導電性の材料を備える導電性パッドと、
　相対的に高い導電性の材料を備え、さらに、前記パッドの下又は上に配置されて、シー
ト抵抗を減らすようになっている複合導電性要素を構成する、導電性メッシュと、
　を備えている印刷物。
【請求項２】
　請求項１に記載の印刷物であって、ここで、前記導電性パッドは、１０ｋΩｓｑ－１と
５０ｋΩｓｑ－１との間のシート抵抗を持っている。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の印刷物であって、ここで、前記導電性メッシュは、１Ωｓｑ－

１と５Ωｓｑ－１との間のシート抵抗を持っている。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の印刷物であって、ここで、前記導電性パッドは、
炭素ベースの導電性インクを備えている。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の印刷物であって、ここで、前記導電性メッシュは
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、金属ベースの導電性インクを備えている。
【請求項６】
　請求項５に記載の印刷物であって、ここで、前記導電性メッシュは、銀ベースの導電性
インクを備えている。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の印刷物であって、ここで、前記導電性メッシュは
、導電性フォイルを備えている。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の印刷物であって、ここで、前記導電性パッドは、
固形ブロックである層を備える。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の印刷物であって、ここで、前記導電性メッシュは
、少なくとも１００μｍ、少なくとも２００μｍ、又は少なくとも５００μｍの幅でかつ
、１ｍｍを越えない、又は２ｍｍを越えない幅を有するトラックを備える。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の印刷物であって、ここで、前記メッシュは、トラ
ックの配列を備えている。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の印刷物であって、ここで、前記メッシュは、ト
ラックの四角形状配列を備えている。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の印刷物であって、ここで、前記メッシュは、ト
ラックの円形状配列を備えている。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の印刷物であって、ここで、前記円形状配列は、少なくとも一つの環
状トラックを備えている。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の印刷物であって、ここで、前記円形状配列は、少なくとも１本の放
射状トラックを備える。
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